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は じ め に 

 

わが国の衛生行政は、明治から戦後の混乱期まではコレラや結核などの感染

症対策のため衛生水準の向上を中心とした施策が行われ、経済成長期には保健・

栄養改善や体力づくり等を中心とした健康水準の向上を目指し、近年では健康

寿命の延伸と健康で生き生きと暮らせる社会の実現に向けた施策へと変遷して

きました。 

このような中、旧佐倉保健所は、保健所法制定から 7 年後の昭和 19 年 10 月、

国の健康指導相談機関として設置されました。 

 

保健所法は、昭和 22 年に全面改正され、食品衛生、感染症予防等の業務が加

わり、保健所は公衆衛生の第一線機関として機能が強化されました。 

その後、平成 6 年全面改正により地域保健法となり、保健所は、広域的、専門

的な公衆衛生行政を行う機関として位置づけられ、健康づくりや、健康危機管

理対応の地域における拠点となり、結核や感染症対策、薬事・食品衛生・環境 

衛生に関する指導など多岐にわたる業務を行い、市町村と協働して「地域保健」

を担うこととなりました。 

当所は平成 16 年、印旛保健所（印旛健康福祉センター）と名称を変更し、社

会福祉事務所機能を統合し、地域保健と地域福祉を併せた幅広い業務を行って

います。 

 

近年、急速に進行する少子高齢化や、自殺問題、社会格差、DV 問題、環境汚

染や食品安全に関わる問題、また新型コロナウイルス感染症や地震・台風など

大規模な自然災害による健康危機管理など様々な問題に直面しています。 

これらへの的確かつ迅速な対応は喫緊の課題であり、保健所の果たす役割は

ますます重要となっています。 

今後とも、時代環境の変化や新たな課題に注視し、県民の皆様が健康で生き

生きと安心して暮らせる社会が実現できるよう保健・福祉のさらなる充実に向

けて取り組んでまいります。 

 

この事業年報は、2023（令和 5）年度の印旛健康福祉センター（印旛保健所）

の事業実績を取りまとめたものです。地域の資料として御活用いただくととも

に、保健所（健康福祉センター）業務に御理解をいただければ幸いです。 
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凡  例 

１ 各表、図は、年とあるものは１月～12 月の暦年、年度とあるものは、4 月～翌年 3 月

の会計年度である。 

２ 各表中、年号表示のない資料は、令和 5 年度分（令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31

日） 

３ 各表欄外の注を参照のこと。 

４ 各表の数字は、単位未満を四捨五入してある。したがって、合計表と内訳の計が一致

しない場合がある。 

５ 各表の符号は、特にことわりのないほかは、次のとおりである。 

「０」掲載単位に満たないもの 

「－」該当なし 

「…」事実不詳又は資料なし 

「△」減少を示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


